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規制手続の電子化（デジタルトランスフォーメーション）

 経済産業省本省及び各地方の産業保安監督部に提出されている年間約25万件（う
ち、ガス事業法に関する手続は年間約１万件）の産業保安・製品安全法令における
申請に関し、官民双方のコスト合理化・情報の電子化を図るため、審査・提出書類の
抜本的見直し、申請オンライン化に着手。

 2019年度からシステムの段階的運用開始。
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 安全に係る必要な審査を除き、手続を電子化し機械的に処
理を行うことで、事務負担や処理時間を軽減。

 さらに、電子申請された各種情報がデータベースに自動で
反映されるシステムを構築。
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※2019年3月19日 第2回 保安・消費生活用製品安全分科会資料３から引用
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電子化により期待できること

 産業保安システムの導入により申請者及び経済産業省本省、産業保安監督部での対
応工数削減が可能。

GビズID申請者 本省、監督部保安ネット
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保安ネットのサービスイメージ

 窓口時間に左右されず、申請者にとって都合のよいタイミングでの
届出/申請を可能とする

 複数手続での同一情報の二重入力を極力なくし、申請情報登録
の負荷を軽減する。

 システムで判定可能な申請情報を自動チェックすることで再訪問・
提出を削減する。

 対面や電話で実施していた問合せをシステム上で実施することで、
申請作業を円滑化する。

申請者での工数削減

 申請の内容確認、承認・決裁作業を全てシステム上で実施し、申請
確認及び承認に係るリードタイムを削減する。

 属域的・属人的に行われていた審査・承認業務を標準化するとともに、
不要な添付書類の確認等を排除し、業務の効率化を図る。

監督部等での工数削減
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ガス事業法に基づく手続の電子化

 ガス事業法に基づく手続については、2020年1月6日から運用開始。

 2020年２月末時点において、897件が電子にて申請。

 今後も利用促進に向け、周知を行っていく。

ガス事業法における電子届出対象手続

ガス小売事業者の毎年のガス事故

一般ガス導管事業者の毎年のガス事故

特定ガス導管事業者の毎年のガス事故

ガス製造事業者の毎年のガス事故

ガス小売事業者/一般ガス導管事業者/特定ガス
導管事業者/ガス製造事業者の導管改修実施状
況

旧簡易ガス事業者の導管改修実施状況

毎年の消費機器の調査結果

届出先
申請数（件） 利用率

（％）紙申請 電子申請 総計

本省 19 16 35 45.7%

監督部 1083 881 1964 44.9%

計 1102 897 1999 44.9%


